
資
料
２
－
１

厚生労働省資料の抜粋































- 1 -

社会福祉連携推進法人の留意事項

１．社会福祉連携法人に関する情報は、次の厚生労働省HPにおい
て、随時公表されていますので、適宜ご参照願います。

HP:https://www.mhlw.go.jp/stf /newpage_20378.html
にアクセスください。

２．連携推進法人の設立については、設立を決めてから相談をさ

れずに、設立を考えてみようかな、と、思われた段階で早めにご

相談ください。

３．制度がスタートして間がないので、先駆的な事例もありませ

ん。各法人の皆様に有益な情報がありましたら、速やかに情報提

供を行います。

ご静聴ありがとうございました。
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